
   

 

 

 

 

 

 「防災の日」（９月１日）は、台風・高潮・地震などの災害に対す

る認識を深め、平時の備えについて確認する日です。 

 1923 年（大正 12 年）９月１日に関東大震災が起きたこと、暦の

上で台風の多い二百十日に当たることから 1960 年（昭和 35 年）に

制定されました。 

 本校では、定期的な避難訓練に加え、臨時の避難訓練を行い、い

つ・どこで災害等が発生しても、安全を確保できるよう繰り返し訓

練等を実施しております。（新型コロナウイルス感染拡大の関係で引

き渡し訓練が未実施となっておりますが） 

 家庭におかれましても、この機会に「家庭の防災」について見直し・確認をしておくことも大事

なことかと思います。『天災は忘れた頃にやってくる』 東日本大震災（2011 年 3 月 11 日）から

１０年が経とうとしています。あのときの教訓を忘れないようにした

いものです。 

 

 

 

 

 

 

前号でお知らせしたとおり８月１９

日に始業式を行いました。本来ならば

全校児童を体育館に集めて話をするわ

けですが、今はそれもできません。校内

放送を使って全校児童に話をしました。 

左のような内容を話したわけですが

（一部話せなかったところもありま

す。）放送という声だけの伝達で、どこ

まで伝えられたか分かりません。 

子供たちが、自分の「夢」・「志」・「目

標」・「めあて」というものを持って、

様々な活動に積極的に、根気強く取り

組んでいってほしいと願っております。 

そして、一日も早く、子供たちに面と向

かって話をする日が来てくれることを

強く願っているところです。 

かえで 
夢と笑顔と「ありがとう」が 

あふれる 上里東小学校 
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陸前高田市 奇跡の一本松 

夢と笑顔と「ありがとう」があふれる上里東小学校 



 ４月・５月の臨時休業による授業時数及び学習の遅れを補充するため

に様々な方策に取り組んできました。２学期からは、町の支援策として

「学習指導員」２名を採用していただきました。４年生以上の算数の学

習を中心に、学級担任とともに指導に当たってい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小・中学校の児童・生徒が安心して義務教育が受けられるよう、経済的にお困りの保護者に対し

て、学用品や給食費等の援助を行います。 
【対 象】･･･①生活保護を受けている方、②生活保護は受けないがそれに準じてお困りの方 

③生活保護法による保護の停止又は廃止を受けた方、④町県民税等が非課税又は 

減免された方、⑤児童扶養手当を受けている方 など 

【申込締切】･･･毎月 15日（休日の場合は前日が締切日となります。） 
【申込先・問合せ】･･･学校教育課教育庶務係（☎35-1246） 
 

 

 『ほめて育てる』とい

う言葉がよく使われます。ほめる行為には、子供の発達において重要な

向上心やがんばりを刺激する力があります。しかし、何の根拠もなくほ

めたり、我慢させなかったり、傷つけないよう過剰に配慮したりするの

は『甘やかしおだてる』子育てとなってしまいます。ほめ方やしかり方

のポイントについて考えてみたいと思います。 

＜ほめ方＞     参考資料：深谷圭助 著 『学ぶ環境のつくり方』 

１ 「ダメ出し」は我慢して、まずはほめる。注意したいことがあっても、先にほめる。 

２ タイムリーにアクションを付けてほめる。子供がほめられたいと感じたときにほめる。 

３ 具体的な内容を伝えながらほめる。他の子と比較してほめることは避ける。 

４ 能力や結果だけをほめることは避ける。プロセス（過程）のがんばりをほめる。 

５ 無理にほめず、事実や気付きをそのまま伝える。 

６ 「自分で自分をほめる（認める）」ことを教える。 

＜しかり方＞ 

１ 「しかる」相手によりよい方法を伝えるもの 「怒る」感情をぶちまけたりする行為 

２ その場でしからず、時間を置いてみる。人の怒りのピークは６秒間しか持続しない。 

３ 言葉は短く、事実を指摘するだけに。簡潔でポジティブな表現でしかる。 

４ 一方的にしからず、子供に考えさせる。やるべき行動を一つずつ順を追って考えさせる。 

５ 人として、してはいけないことは、具体的に指摘してしかる。 

学習保障 

橋爪美恵子 学習指導員 

木村正明 学習指導員 就学援助制度 

ほめ方・しかり方 


